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(57)【要約】
【課題】  挿入部を大径化することなく，硬度調整手段
を挿入部内に設け，また硬度調整ワイヤが挿入部の周方
向に位置ずれすることを防止する。
【解決手段】  挿入部から操作部３にわたって硬度調整
ワイヤ５１を設け，この硬度調整ワイヤに，操作部に配
設されたコイルバネ５３を連結し，このコイルバネを伸
縮させることにより，硬度調整ワイヤの張力を変化させ
て挿入部の硬度を調整する硬度調整手段を設け，また挿
入部の内側螺旋管に例えば硬度調整ワイヤを通す切絞り
部などの位置ずれ防止手段を設けた。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  操作部とこの操作部に連結され体内に挿
入される挿入部を有する内視鏡において，前記挿入部か
ら前記操作部にわたって硬度調整ワイヤを設け，この硬
度調整ワイヤに，前記操作部に配設された弾性部材を連
結し，この弾性部材を伸縮させることにより，前記硬度
調整ワイヤの張力を変化させて前記挿入部の硬度を調整
する硬度調整手段を設けたことを特徴とする内視鏡。
【請求項２】  請求項１記載の内視鏡であって，前記挿
入部の内部に相互に反対方向に巻回した内側及び外側の
螺旋管を有する筒状構造部を設け，前記硬度調整ワイヤ
は，前記筒状構造部の内側螺旋管の内側に軸方向に沿う
ように配設し，前記内側螺旋管の内側には，前記硬度調
整ワイヤが前記挿入部の周方向に位置ずれすることを防
止する位置ずれ防止手段を設けたことを特徴とする内視
鏡。
【請求項３】  請求項２記載の内視鏡であって，前記位
置ずれ防止手段は，前記内側螺旋管の複数箇所に前記操
作ワイヤを通す切絞り部を設けたことを特徴とする内視
鏡。
【請求項４】  請求項２記載の内視鏡であって，前記位
置ずれ防止手段は，前記内側螺旋管の内側の複数箇所に
前記操作ワイヤを通すパイプ部材を設けたことを特徴と
する内視鏡。
【請求項５】  請求項１記載の内視鏡であって，前記挿
入部の内部に相互に反対方向に巻回した内側及び外側の
螺旋管を有する筒状構造部を設け，前記硬度調整ワイヤ
は，前記筒状構造部を構成する内側及び外側の螺旋管の
間に介装したことを特徴とする内視鏡。
【請求項６】  請求項５記載の内視鏡であって，前記筒
状構造部を構成する内側及び外側の螺旋管に，前記硬度
調整ワイヤが前記挿入部の周方向に位置ずれすることを
防止する位置ずれ防止手段を設けたことを特徴とする内
視鏡。
【請求項７】  請求項６記載の内視鏡であって，前記位
置ずれ防止手段は，前記筒状構造部を構成する内側及び
外側の螺旋管をスポット溶接したことを特徴とする内視
鏡。
【請求項８】  請求項６記載の内視鏡であって，前記位
置ずれ防止手段は，前記筒状構造部を構成する内側及び
外側の螺旋管の間に突出する突起部をその内側及び外側
の螺旋管のいずれか一方又は両方に設けたことを特徴と
する内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は，体腔内に挿入する
挿入部の硬度を調整可能にした内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡は，主に操作部とこの操作部に連
結され体内に挿入される可撓性を有する挿入部から構成
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される。この挿入部は操作部に連結された可撓性を有す
る軟性部，この軟性部の先端側に連結された屈曲自在な
湾曲部，この湾曲部の先端に連結された先端部から構成
される。上記挿入部の内部には，例えばライトガイド，
固体撮像装置に接続される信号ケーブル，送気・送水
管，吸引管等の様々な内容物が配設されている。
【０００３】また，挿入部は，屈曲した挿入経路内にも
挿入できるように可撓性を有するようにしてあるが，こ
の可撓性のために手元の操作部側に対し先端部側の方位
が定まらず，目標とする方向に導入することが難しくな
る場合がある。このため，例えば実開平３－４３８０２
号公報，特公昭５２－５１９４号公報には，内視鏡の内
容物として，コイルパイプ（又はコイルスプリング）を
挿入部から操作部にわたって配設するとともに，そのコ
イルパイプの中にワイヤを通し，このワイヤを引張ると
コイルパイプが圧縮されるように構成した硬度調整手段
を設けたものが開示されている。これによれば，上記ワ
イヤを引張ってコイルパイプの圧縮力を強めることによ
り，コイルパイプの接合度合（摩擦力）を大きくするこ
とができる。このように，コイルパイプの接合度合（摩
擦力）をワイヤで調整することにより，挿入部の硬度を
調整することができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかし，このような内
視鏡では，挿入部の内部に他の内容物とともに，コイル
パイプを配設するため，その配設スペースの分だけ挿入
部の外径を太くする必要がある。挿入部の外径が太くな
ると，挿入性が損われるという問題が生じる。特に，コ
イルパイプの中にワイヤを通す構成では，コイルパイプ
の外径が大きくなり，その分挿入部の内部に配設スペー
スが必要となる。
【０００５】そこで，本発明は，このような問題に鑑み
てなされたもので，その目的とするところは，挿入部を
大径化することなく，硬度調整手段を挿入部内に設ける
ことができる内視鏡を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め，本発明によれば，操作部とこの操作部に連結され体
内に挿入される挿入部を有する内視鏡において，前記挿
入部から前記操作部にわたって硬度調整ワイヤを設け，
この硬度調整ワイヤに，前記操作部に配設された弾性部
材を連結し，この弾性部材を伸縮させることにより，前
記硬度調整ワイヤの張力を変化させて前記挿入部の硬度
を調整する硬度調整手段を設けたことを特徴とする内視
鏡を提供する。これによれば，挿入部には硬度調整ワイ
ヤを配設すれば足り，従来のように硬度調整ワイヤより
も外径の大きいコイルパイプを挿入部に配設する必要が
なくなる。このため，挿入部を大径化することなく，硬
度調整手段を挿入部内に設けることができ，挿入部に他
の内容物を配設するスペースも確保できる。
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【０００７】また，硬度調整ワイヤは，挿入部のスペー
ス内に配設され，その一端は挿入部の先端側に固定され
他端は操作部内部に固定されているが，上記ワイヤの中
間部は固定されていない。このため，挿入部の内部にお
いて，上記ワイヤは内視鏡の操作により挿入部の周方向
に位置ずれするおそれがある。そうなると，挿入部の軟
性部を曲げる方向により硬度が異なってしまうという問
題が生じる。そこで，本発明では，位置ずれ防止手段を
設けている。挿入部に設けた内側螺旋管の内側に硬度調
整ワイヤを通す場合に，例えば硬度調整ワイヤを通す切
絞り部やパイプ部材などの位置ずれ防止手段を設けたこ
とにより，硬度調整ワイヤが挿入部の周方向に位置ずれ
することを防止することができる。
【０００８】また，前記硬度調整ワイヤは，前記筒状構
造部を構成する内側及び外側の螺旋管の間に介装するこ
とによって，内側螺旋管の内側には硬度調整ワイヤを配
設するスペースが不要となり，挿入部をより小型化する
ことができる。また，挿入部に他の内容物を配設するス
ペースをより一層確保することができる。
【０００９】さらに，硬度調整ワイヤは，前記筒状構造
部を構成する内側及び外側の螺旋管の間に介装する場合
に，例えば内側及び外側の螺旋管をスポット溶接部，内
側及び外側の螺旋管の間に突出する突起部をその内側及
び外側の螺旋管のいずれか一方又は両方に設けて，位置
ずれ防止手段を構成することにより，内側及び外側の螺
旋管の間において硬度調整ワイヤが挿入部の周方向に位
置ずれすることを防止することができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】以下，本発明の実施の形態を図面
を参照しながら説明する。医療用等として用いられる内
視鏡の全体構成図を図１に示す。内視鏡は大別すると，
体腔内に挿入される挿入部１と，この挿入部１の基端部
が連設される操作部３と，この操作部３から引出され，
光源および電源に接続されるユニバーサルコード部６と
からなる。挿入部１の先端には，体内を観察するための
観察光学系が配置された先端部１ａが設けられ，先端部
１ａに隣接する位置には，４方向の所定の角度に曲がる
よう構成された湾曲部１ｂが設けられている。また，湾
曲部１ｂと操作部３との間には挿入部の大半の部分を構
成する軟性部１ｃが連設されている。上記操作部３に
は，挿入部１内部に形成された図示しない鉗子チャンネ
ル（鉗子等の処置具が挿通する管路）へ鉗子等を導入す
る鉗子導入口が形成された鉗子導入部４が設けられてい
る。また，挿入部１内部には図示しない吸引通路が設け
られている。ここでは，上記鉗子チャンネルと吸引通路
は合流しており，先端部１ａで開口することにより，吸
引口を兼ねる処置具導出口を形成している。体内汚物や
組織等の吸引はこの処置具導出口から吸引通路を通じて
行う。
【００１１】上記湾曲部１ｂは，操作部３に設けられた
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左右アングルツマミ２０，上下アングルツマミ２２が回
動操作されることによってそれぞれ左右アングル操作ワ
イヤ，上下アングル操作ワイヤを介して湾曲操作され，
これにより先端部１ａが所望の方向に向けられる。ま
た，左右ロックツマミ２４が回動操作されると，左右ア
ングルツマミ２０の回動がロックされ，上下ロックレバ
ー２６が回動操作されると，上下アングルツマミ２２の
回動がロックされる。これにより，湾曲部１ｂの湾曲姿
勢が保持される。上記挿入部１の軟性部１ｃのＡ－Ａ断
面図を図２に示す。挿入部１の内部には内視鏡の内容物
として，先端部１ａの端面の照明部に照明光を供給する
ためのライトガイド４２ｃ，４２ｃ，先端部１ａに配設
された固体撮像装置に接続される信号ケーブル４２ｄ，
上述の処置具導出口に連通し吸引通路を兼ねる鉗子（処
置具）チャンネル４２ｅ，操作部３に設けられた送気・
送水ボタン２８，吸引ボタン３０の操作により先端部１
ａに配設された送気・送水ノズルから観察部に向けて噴
射するエア又は液体を供給するための送気・送水管４２
ｆ，上述の左右アングル操作ワイヤ４２ｇ，４２ｇ及び
上下アングル操作ワイヤ４２ｈ，４２ｈなどが配設され
ている。なお，本発明における硬度調整ワイヤについて
は後で詳述するので図２では省略している。
【００１２】また，挿入部１の大半の部分を構成する軟
性部１ｃは，図２又は図５に示すようにステンレス等の
ようにばね性を備えた金属帯片を螺旋状に巻回した内外
の螺旋管４３ａ，４３ｂからなる２重螺旋管４３を筒状
構造部として有し，内側螺旋管４３ａと外側螺旋管４３
ｂとは相互に反対方向に巻回されている。この２重螺旋
管４３には金属線等を所定の持ち数と打ち数とによって
編組した編組体ネット４４が被装されており，この編組
体ネット４４は接着剤によって２重螺旋管４３に固着さ
れている。さらに，編組体ネット４４の上にはウレタン
樹脂等の樹脂やゴム等の材質で形成した外皮層４５が成
形手段等によって積層されている。これにより，軟性部
１ｃは柔軟性と強度，即ち保形性，耐潰性等の特性を保
持させることができるようになっている。
【００１３】次に，本発明にかかる内視鏡が備える挿入
部１の硬度を調整する手段について図面を参照しながら
説明する。図３は操作部３の縦断面の概略を示す図であ
る。図３において鉗子チャンネルなどの内視鏡の内容物
は省略してある。
【００１４】本発明にかかる内視鏡には，挿入部１から
操作部３にわたって挿入部１の硬度を調整するための硬
度調整ワイヤ５１が設けられている。この硬度調整ワイ
ヤ５１の先端部分は，例えば軟性部１ｃの先端付近に設
けられた図示しない硬性管にろう付け等で強固に固定さ
れている。また，硬度調整ワイヤ５１の後端部分５２
は，操作部３の内部に軸方向（前後方向）に移動可能に
取付けられている。図３に示す状態では硬度調整ワイヤ
５１には張力が作用していない最も柔らかい状態（最も
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可撓性がある状態）であり，この状態から硬度調整ワイ
ヤ５１が後方（図３中の実線矢印方向）に引張られる
程，硬度調整ワイヤ５１に加えられる張力が大きくな
り，挿入部１の軟性部１ｃは屈曲しにくく硬い状態（可
撓性が低い状態）となる。
【００１５】また，硬度調整ワイヤ５１は，その後端近
傍の一部に弾性部材としてのコイルバネ５３を連結す
る。このコイルバネ５３は，硬度調整ワイヤ５１自体の
張力を調整する。また，コイルバネ５３は，硬度調整ワ
イヤ５１による軟性部１ｃの硬度を調整しても十分に屈
曲させることができるようにしている。すなわち，硬度
調整ワイヤ５１にコイルバネ５３を介在させることによ
り，硬度調整ワイヤ５１自体の伸びは微少であってもコ
イルバネ５３の伸びによって軟性部１ｃが硬くなっても
十分に撓ませることができる。
【００１６】上記硬度調整ワイヤ５１とコイルバネ５３
とは例えばろう付けで接続されるが，これに限られず，
溶接で接続してもよく，また図示しない接続金具を用い
て接続してもよい。
【００１７】上記硬度調整ワイヤ５１の後端部分５２
は，前後方向に移動可能に設けられた牽引部材５４に固
定されている。この牽引部材５４にはねじ５５がリング
５５ａを介して取付けられている。このリング５５ａが
円筒管６１の軸方向に設けた長孔６２に沿って移動する
ことにより牽引部材５４が円筒管６１の内側を軸方向
（前後方向）に移動するようになっている。
【００１８】上記円筒管６１の外側にはカム筒体６３が
取付けられている。カム筒体６３の外側には硬度（可撓
性）を変化させる操作を行う図１にも示すような硬度調
整操作部材（可撓性調整操作部材）としての硬度調整ツ
マミ６４がねじ６５によって固定されている。この硬度
調整ツマミ６４と上記カム筒体６３とは円筒管６１の外
周面に対して回転操作可能になっている。具体的には硬
度調整ツマミ６４を図１に示す実線矢印方向（点線矢印
方向）に回転すると，カム筒体６３も図３に示す実線矢
印方向（点線矢印方向）に回転する。
【００１９】上記カム筒体６３には，図４に示すように
螺旋状のカム溝６３ａが形成されている。このカム溝６
３ａには，上記牽引部材５４に取付けられたねじ５５の
頭部５５ｂが挿入され，硬度調整ツマミ６４が回転操作
されカム筒体６３が実線矢印方向に回転していくと，ね
じ５５の頭部５５ｂがこのカム溝６３ａにガイドされる
とともに，上記牽引部材５４のリング５５ａが円筒管６
１の長孔６２に沿って後方向に移動する。これにより，
牽引部材５４は後方に移動し，上記硬度調整ワイヤ５１
に作用する張力が大きくなっていく。逆に硬度調整ツマ
ミ６４が回転操作されカム筒体６３が点線矢印方向に回
転していくと，牽引部材５４は前方に戻され，上記硬度
調整ワイヤ５１に作用する張力が小さくなっていく。
【００２０】上記円筒管６１の外側には，上記カム筒体
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６３の前後にカム筒体６３が軸方向に移動することを阻
止する円筒部材６６，６７が取付けられている。上記硬
度調整ツマミ６４の前端は当接部材６８に突き当るよう
になっており，当接部材６８は支持部材６９に固定され
ている。この支持部材６９には上記円筒部材６６の前端
が突き当るようになっている。また支持部材６９は円筒
管６１の前端部を覆うように固定され，その外側には第
１の外側部材７１が設けられている。上記硬度調整ツマ
ミ６４の後端は，操作部３の第２の外側部材７２の前端
に当接するようになっている。
【００２１】上記円筒部材６６には，硬度調整ツマミ６
４の内周面との間，当接部材６８との間にＯリング６６
ａ，６６ｂがそれぞれ配設されており，上記円筒部材６
７には，硬度調整ツマミ６４の内周面との間，外側部材
７２との間にＯリング６７ａ，６７ｂがそれぞれ配設さ
れている。これにより，水密を確保すると共に，硬度調
整ツマミ６４及びカム筒体６３に対して摩擦力を与え，
この摩擦力により硬度調整ツマミ６４をロックしてその
状態に対応する硬度状態に保持される。
【００２２】次に，上記硬度調整ワイヤ５１の挿入部１
の軟性部１ｃ内部における配置状態を図面を参照しなが
ら説明する。図５（ａ）は２重螺旋管４３上側の一部の
縦断面図であり，図５（ｂ）は切絞り部８１の横断面図
である。
【００２３】上記硬度調整ワイヤ５１は，図５（ａ）に
示すように内側螺旋管４３ａ内部の上部内側に配設され
ている。内側螺旋管４３ａには所定のピッチ間隔（例え
ば２ピッチ間隔）ごとに，硬度調整ワイヤ５１が挿入部
１の周方向に位置ずれすることを防止する位置ずれ防止
手段を設けている。具体的には，図５（ａ），（ｂ）に
示すように内側螺旋管４３ａの外側から内側に向けて切
絞り部８１を形成し，この切絞り部８１と内側螺旋管４
３ａとの間に形成された孔部８２に硬度調整ワイヤ５１
を通すことによって，硬度調整ワイヤ５１が挿入部１の
周方向に位置ずれすることを防止している。
【００２４】このような構成の本発明の実施の形態にか
かる内視鏡において，挿入部１の軟性部１ｃの硬度を調
整する場合の作用について説明する。図３に示す状態で
は牽引部材５４が最も前方に位置しており，硬度調整ワ
イヤ５１には張力が作用していない最も柔らかい状態
（最も可撓性がある状態）である。
【００２５】この状態から硬度調整ツマミ６４を図１に
示す実線矢印方向に回転させると，カム筒体６３が図４
に示す実線矢印方向に回転し，図３に示す上記牽引部材
５４はねじ５５の頭部５５ｂがカム溝６３ａにガイドさ
れるとともに，リング５５ａが円筒管６１の長孔６２に
ガイドされ，後方向に移動する。これにより，牽引部材
５４は後方に移動し，上記硬度調整ワイヤ５１に作用す
る張力が大きくなっていく。この硬度調整ワイヤ５１自
体の張力が大きくなることにより，挿入部１の軟性部１
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7
ｃは屈曲しにくく硬い状態（可撓性が低い状態）とな
る。
【００２６】この状態から硬度調整ツマミ６４を図１に
示す点線矢印方向に回転させると，カム筒体６３が点線
矢印方向に回転し，牽引部材５４は前方に戻され，上記
硬度調整ワイヤ５１に作用する張力が小さくなってい
く。この硬度調整ワイヤ５１自体の張力が小さくなるこ
とにより，挿入部１の軟性部１ｃは屈曲し易く柔らかい
状態（可撓性がある状態）となる。
【００２７】このように，挿入部１から操作部３にわた
って設けた硬度調整ワイヤ５１の張力を操作部３におけ
る硬度調整ツマミ６４の操作により変化させて挿入部１
の軟性部１ｃの硬度を調整する硬度調整手段を設け，硬
度調整ワイヤ５１に連結したコイルバネ５３は操作部３
に配設したことにより，挿入部１には硬度調整ワイヤ５
１を配設すれば足りる。このため，挿入部を大径化する
ことなく，硬度調整手段を挿入部内に設けることがで
き，挿入部１に他の内容物を配設するスペースも確保で
きる。すなわち，従来のようにワイヤを通したコイルパ
イプを圧縮させてその摩擦力を利用して操作部の硬度を
調整する場合は，ワイヤよりも外径の大きなコイルパイ
プを挿入部１に配設する必要があったが，本発明では挿
入部１にはコイルバネ５３よりも外径の小さなワイヤを
配設すれば足りる。
【００２８】また，硬度調整ワイヤ５１は筒状構造部と
しての２重螺旋管４３の内側螺旋管４３ａの内側に軸方
向に沿うように配設し，内側螺旋管４３ａの内側に所定
のピッチ間隔で硬度調整ワイヤ５１を通す切絞り部８１
を形成して位置ずれ防止手段を設け，この切絞り部８１
と内側螺旋管４３ａとの間に形成された孔部８２に硬度
調整ワイヤ５１を通すことによって，硬度調整ワイヤ５
１が挿入部１の周方向に位置ずれすることを防止でき
る。
【００２９】なお，上記位置ずれ防止手段としては，必
ずしも内側螺旋管４３ａに切絞りを形成するものに限ら
れず，図６（ａ），（ｂ）に示すように内側螺旋管４３
ａの内側に所定のピッチ間隔（例えば２ピッチ間隔）
で，硬度調整ワイヤ５１を通すパイプ部材８３を設けて
もよい。これによっても，硬度調整ワイヤ５１が挿入部
１の周方向に位置ずれすることを防止できる。
【００３０】また，上記実施の形態においては，硬度調
整ワイヤ５１を内側螺旋管４３ａの内側に配設した場合
について述べたが，必ずしもこれに限定されるものでは
なく，図７（ａ）に示すように硬度調整ワイヤ５１は内
側螺旋管４３ａ及び外側螺旋管４３ｂの間に介装するよ
うにしてもよい。すなわち，本発明では従来とは異なり
外径の小さい硬度調整ワイヤ５１を挿入部１に配設すれ
ば足りるため，内側螺旋管４３ａ及び外側螺旋管４３ｂ
の間の僅かなスペースに介装させることができる。これ
により，内側螺旋管４３ａの内側には硬度調整ワイヤ５
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１を配設するスペースが不要となり，挿入部１をより小
型化することができる。また，挿入部１に他の内容物を
配設するスペースをより一層確保することができる。
【００３１】また，硬度調整ワイヤ５１を内側螺旋管４
３ａ及び外側螺旋管４３ｂの間に介装する場合，位置ず
れ防止手段として図８に示すように，所定のピッチ間隔
で２重螺旋管３を構成する内側螺旋管３ａと外側螺旋管
３ｂとの間を，ＹＡＧレーザその他のレーザ溶接機等を
用いてスポット溶接してもよい。このスポット溶接部９
１は，図８及び図７（ｂ）に示すように硬度調整ワイヤ
５１を挟み込むように，例えば硬度調整ワイヤ５１の周
方向の両側に設ける。これにより，内側螺旋管４３ａ及
び外側螺旋管４３ｂの間において硬度調整ワイヤ５１が
挿入部１の周方向に位置ずれすることを防止できる。
【００３２】また，内側螺旋管４３ａ及び外側螺旋管４
３ｂの間に設ける位置ずれ防止手段として，図９に示す
ように例えば内側螺旋管４３ａにプレス加工などを施し
て，所定のピッチ間隔（例えば２ピッチ間隔）で，内側
螺旋管４３ａの外側（内側螺旋管４３ａ及び外側螺旋管
４３ｂの間）へ突出する突起部９２を設けてもよい。こ
の突起部９２は，図９に示すように硬度調整ワイヤ５１
を挟み込むように，例えば硬度調整ワイヤ５１の周方向
の両側に設ける。これにより，内側螺旋管４３ａ及び外
側螺旋管４３ｂの間において硬度調整ワイヤ５１が挿入
部１の周方向に位置ずれすることを防止できる。
【００３３】この場合，図１０に示すように外側螺旋管
４３ｂに，その内側（内側螺旋管４３ａ及び外側螺旋管
４３ｂの間）へ突出する突起部９３を設けてもよい。ま
た，図１１に示すように硬度調整ワイヤ５１の周方向の
両側のいずれか一方に内側螺旋管４３ａからその外側へ
突出する突起部９４を設け，他方に外側螺旋管４３ｂか
らその内側へ突出する突起部９５を設けてもよい。
【００３４】なお，上述した図５（ｂ）に示す切絞り部
８１，図６（ｂ）に示すパイプ部材８３，図７（ｂ）に
示すスポット溶接部９１，図９乃至図１１に示す突起部
９２，９３，９４及び９５を設ける場合の所定のピッチ
間隔としては，必ずしも２ピッチ間隔でなくてもよく，
３ピッチ以上の間隔を開けてもよい。
【００３５】また，上記所定のピッチ間隔は，必ずしも
等間隔でなくてもよく，例えば先端に向うに連れてピッ
チ間隔を狭くしてもよい。これにより，軟性部１ｃはそ
の操作部３への連設側，即ち根元側がある程度硬く，湾
曲部１ｂへの連設側に向けて連続的に柔らかさが増すよ
うにすることもでき，内視鏡の操作性をよりよくするこ
とができる。
【００３６】また，本実施の形態においては，操作部３
に配設したコイルバネ５３を連設した硬度調整ワイヤ５
１を１本設けた場合について説明したが，必ずしもこれ
に限定されるものではなく，コイルバネ５３を連設した
硬度調整ワイヤ５１を２本設けてもよい。この場合，硬
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度調整ワイヤ５１は軟性部１ｃの上下の部位に配設して
もよく，軟性部１ｃの左右の部位に配設してもよい。
【００３７】以上，添付図面を参照しながら本発明に係
る好適な実施形態について説明したが，本発明は係る例
に限定されないことは言うまでもない。当業者であれ
ば，特許請求の範囲に記載された範疇内において，各種
の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであ
り，それらについても当然に本発明の技術的範囲に属す
るものと了解される。
【００３８】
【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば，挿
入部から操作部にわたって設けた硬度調整ワイヤの張力
を操作部の操作により変化させて挿入部の硬度を調整す
る硬度調整手段を設け，硬度調整ワイヤはその一部に弾
性部材を連結し，弾性部材は前記操作部に配設したこと
により，挿入部には硬度調整ワイヤを配設すれば足り
る。このため，挿入部を大径化することなく，硬度調整
手段を挿入部内に設けることができ，挿入部に他の内容
物を配設するスペースも確保できる。この場合に，位置
ずれ防止手段を設けることにより，硬度調整ワイヤが挿
入部の周方向に位置ずれすることを防止することができ
る。
【００３９】また，硬度調整ワイヤは筒状構造部を構成
する内側及び外側の螺旋管の間に介装することによっ
て，内側螺旋管の内側には硬度調整ワイヤを配設するス
ペースが不要となり，挿入部をより小型化することがで
き，挿入部に他の内容物を配設するスペースをより一層
確保することができる。この場合に，内側及び外側の螺
旋管の間に位置ずれ防止手段を設けることにより，硬度
調整ワイヤが挿入部の周方向に位置ずれすることを防止
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態における内視鏡の外観構成
を示す斜視図。
【図２】図１に示す軟性部のＡ－Ａ断面図。
【図３】図１に示す操作部の概略構成を示す縦断面図。
【図４】図３に示すカム筒体の具体例を示す平面図。
【図５】本実施の形態において軟性部における硬度調整
ワイヤの配設状態を一例を説明する図であって，同図
（ａ）は軟性部の縦断面の一部を示す図で，同図（ｂ）
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は軟性部の横断面の一部を示す図。
【図６】本実施の形態において挿入部における硬度調整
ワイヤの配設状態の他の例を説明する図であって，同図
（ａ）は軟性部の縦断面の一部を示す図で，同図（ｂ）
は軟性部の横断面の一部を示す図。
【図７】本実施の形態において挿入部における硬度調整
ワイヤの配設状態の他の例を説明する図であって，同図
（ａ）は軟性部の縦断面の一部を示す図で，同図（ｂ）
は軟性部の横断面の一部を示す図。
【図８】図７における硬度調整ワイヤの配設状態を説明
する図で，軟性部の上部を上方から見たものである。
【図９】本実施の形態において挿入部における硬度調整
ワイヤの配設状態の他の例を説明する図であって，軟性
部の横断面の一部を示す図。
【図１０】本実施の形態において挿入部における硬度調
整ワイヤの配設状態の他の例を説明する図であって，軟
性部の横断面の一部を示す図。
【図１１】本実施の形態において挿入部における硬度調
整ワイヤの配設状態の他の例を説明する図であって，軟
性部の横断面の一部を示す図。
【符号の説明】
１…挿入部
１ａ…先端部
１ｂ…湾曲部
１ｃ…軟性部
３…操作部
４３…２重螺旋管
４３ａ…内側螺旋管
４３ｂ…外側螺旋管
５１…硬度調整ワイヤ
５２…後端部分
５３…コイルバネ
５４…牽引部材
６３…カム筒体
６４…硬度調整ツマミ
８１…切絞り部
８３…パイプ部材
９１…スポット溶接部
９２，９３，９４，９５…突起部

【図９】 【図１０】 【図１１】
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